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尾鷲警察署協議会議事録 

令和５年度第１回尾鷲警察署協議会

日　　時 令和５年７月20日（木）午後２時～午後４時 
場　　所 尾鷲警察署３階会議室

 １　三重県公安委員会 
 　  村田典子委員長 
 ２　警察署協議会　５名 
 　　北裏佳代委員、西岡利行委員、服部敬委員、 出 席 者

 　　前川あかね委員、若葉二三子委員 
　　 ３　警察署　８名 

　　署長、副署長、会計課長、生活安全課長、地域課長、 
　　刑事課長、交通係長、警備課長

傍聴者数 なし　

公開・非公開の別 公開　

議 事 概 要

１　公安委員会委員長挨拶 
２　警察署長挨拶 
３　警察署幹部及び警察署協議会委員自己紹介 
４　会長・副会長選出 
　　警察署協議会委員の互選により、会長に若葉委員を選出した。 
　　会長が北裏委員を副会長に指名した。 
５　管内の治安情勢等説明（警察署長） 
　  (１)　　警察署協議会について 
　 （２）   刑法犯認知件数 
　　　「管内の刑法犯認知件数は、平成13年の659件をピークに減少傾向に
　　あり、本年６月末現在では41件（前年同期比－５件）である。なお、
　　本年６月末現在の県内における刑法犯認知件数は4,869件（前年同期比
　　＋1,292件）で大幅に増加している。」旨説明した。 
　  (３)　特殊詐欺発生状況 
      「本年６月末現在の管内における特殊詐欺の認知件数は１件で、被
　　害総額は約660万円である。」旨説明した。 
　　(４)　薬物犯罪情勢 
　　　「本年６月末現在の管内における薬物事件の検挙件数は２件で、前
　　年同期と比べ増加している。」旨説明した。　 
　　(５)　　少年非行情勢 
　　　「本年６月末現在の管内における非行少年の数は３人で、前年同期
　　と比べ増加している。」旨説明した。 
　 （６）　 交通事故発生状況 
　　　「管内の交通事故発生状況は、平成９年の1,056件をピークに減少傾
　　向にある。本年６月末現在の管内における交通死亡事故発生件数は２
　　件（前年同期比－１件）、死者数は２名（前年同期比－２名）で、い
　　ずれも国道42号で発生している。」旨説明した。 
　 （７）　尾鷲警察署大規模改修について 
　　　「庁舎改修に伴い、尾鷲市矢浜四丁目地内の国土交通省旧紀勢国道
　　事務所熊野尾鷲道路出張所跡に仮設庁舎を設置し、本年秋頃に移転予
　　定である。改修した庁舎は、令和６年度中に運用を開始する予定であ
　　る。」旨説明した。 
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６　協議内容 
　　(１)    横断歩道付近での交通取締りについて 
　　＜委員＞　先日、尾鷲総合病院前の横断歩道付近で交通取締りが行わ
　　　　　　れていた。これまで、歩行者よりも車両の通過を優先すると
　　　　　　いう感覚があったが、先日の取締りを通じて、横断する歩行
　　　　　　者が最優先であると改めて認識した。運転手に緊張感を持た
　　　　　　せるためにも、今後も横断歩道付近での取締りをお願いしたい。 
　　【署長】　県内の交通事故発生状況を見ると、追突事故の発生が最も
　　　　　　多く、管内では、出会い頭の事故が多いことから、交通事故
　　　　　　発生状況を踏まえて、交通取締りを実施していく。 
　　＜委員＞　近くに横断歩道があるにもかかわらず、横断歩道を渡らな

 　　　　　　い歩行者がいる。
　　　　　　　歩行者に対する交通指導も必要と考えるので、老人会など

 　　　　　　人が集まる場で交通安全講話をしてほしい。
    【署長】　車両に対する取締りのほか、歩行者に対する交通指導も行
　　　　　　っていく。 
              要望があれば、交通安全講話を積極的に行いたい。 
　　(２)  速度違反取締りについて 
    ＜委員＞　速度違反取締りで検挙された経験があり、それ以降は、車
　　　　　　の運転には気を付けている。オービスによる取締りも効果が
　　　　　　あると思う。 
　　【署長】　県警には、移動オービスという機材もあるので、積極的に
　　　　　　活用していく。　 
　(３)  高齢者ドライバーについて 
    ＜委員＞　高齢者マークを付けた車には、安全に通行できるよう配慮
　　　　　　する必要があるが、警察はどのように考えているのか。 
　　【署長】　管内は過疎化や高齢化が進んでいるのが現状である。 
              高齢者ドライバーに対する交通安全教育をさらに推進する
　　　　　　必要があると考えている。 
　 （４）　管内の治安について 
　　＜委員＞　保護司をしているが、昔と比べて最近の治安はずいぶん良
　　　　　　くなったと感じており、警察はよく頑張っていると思う。 
　　【署長】　今後も住民の期待と信頼に応える警察活動を推進していく。 
　　＜委員＞　管内には、ゾーン30として、30キロ以下で走行しなければ
　　　　　　ならない道路があるが、30キロ以上の速度で走行する車を見

 　　　　　　かける。
　　【署長】　ドライバーに対する広報啓発活動や交通指導取締りを推進
　　　　　　していく。 
７　公安委員会委員講評 
　　「是非、皆様にはこれからも地域住民の代表として、警察業務に対す
　る忌憚のないご意見をいただきたい。」旨講評した。 
８　警察署長謝辞

備　　考 報道機関３社４名　　　　　　　　　　

 
 
   　

        


